
課税（非課税）証明書

発行時のご注意

 最新年度のみが対象です。

 １月１日から引き続き立川市内に住民登録がある
場合に、ご申請いただけます。

 マイナンバーカードのご本人様分のみが対象です。

 世帯員の方の証明書は、お取りできません。
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公営住宅の申請にお使いの場合のご注意

被扶養者の方も、事前に収入申告が必要です。

 被扶養者の方は、申告しなくても証明書が発行されま
すが、公営住宅の申請の場合については、都住宅供給
公社から上記の対応を求められています。
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操作方法 ～課税（非課税）証明書～

①行政サービスを選択
利用するコンビニエンスストアや、マルチコピー機の機種により

メニュー画面が異なります。以下は代表的な４つの事業者です。

ミニストップ

ファミリーマートローソン

セブンイレブン
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機種により、サービス利用
の同意や承認が求められま
すので、「同意する・承認
する」を選択してください。



操作方法 ～課税（非課税）証明書～

②証明書の交付を選択

③証明書交付サービス（コンビニ交付）を選択
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操作方法 ～課税（非課税）証明書～

④マイナンバーカードを読み取り機にかざす

⑤表示を確認し、「同意する」を選択
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操作方法 ～課税（非課税）証明書～

⑥「お住まいの市区町村の証明書」を選択

⑦暗証番号（数字４ケタ）を入力する
暗証番号は、３回間違えるとロックがかかります。ロックがかかってし

まった場合は、解除のお手続きが必要ですので、市民課にお問い合わせく
ださい（電話042-523-2111・内線1375）。

ロックされているとき
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操作方法 ～課税（非課税）証明書～

⑧マイナンバーカードを取り外す

⑨「各種税証明書」を選択する

ご自分の世帯に関する住民票の写しの証明書
をとることができます。

すでに印鑑登録をされた方は、証明書を取るこ
とができます。

現年度の課税・非課税証明書を取ることがで
きます。

カード利用本人と同じ戸籍に記載されている
方の証明書です。（戸籍謄本・戸籍抄本）

カード利用本人と同じ戸籍に記載されている
方（全部・一部）の住所の履歴が確認できる証
明書です。
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操作方法 ～課税（非課税）証明書～
⑩「課税・非課税証明書」を選択する

課税・非課税証明書

⑪証明書の年度を選択、確定ボタンを押す
最新年度の証明書が発行できますが、４月１日から６月上旬までは、年

度の切り替え前のため、前年度の証明書となります。
古い年度の証明書が必要な方は、恐れ入りますが窓口にお越しください。
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操作方法 ～課税（非課税）証明書～

⑫必要な通数を入力して、確定する

⑬証明書の内容を確認して、確定する
返金や交換はできません。必ず内容をご確認ください。
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操作方法 ～課税（非課税）証明書～

⑬-2 証明書の内容を確認して、確定する

 証明書の種別
 証明年度
 必要部数
 手数料

⑭マルチコピー機に料金を支払う

⑮証明書が印刷されるため、取り忘れに注意する

⑯領収書が印刷される

返金や交換はできません。必ず内容をご確認ください。

【ご確認内容】

 コピー機の種類によっては、料金支払い後、印刷ボタンを押します。
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